


連携・協力

●高齢で農作業ができなくなり、
　後継者もいない
●相続した農地の相談をしたい
●今後は、施設野菜（水稲）に専念
したいので田（畑）はやめたい

●経営規模を拡大したい

●新規就農・参入したい

●分散した農地を１か所にまとめ、
　効率的な農業をしたい

農地を借りたい方

農地を貸したい方（出し手） 農地を借りたい方（受け手）

農地を貸したい方

●地域の農業者や関係機関の話合いに基づき農地の出し手と受け手の意向を反映し、市町村が策定
した地域農業の将来像を明確化した計画です。

●農地一筆単位で将来（１０年後）の耕作者を定める農地利用の「目標地図」を作成します。

●地域計画が策定された区域では、機構による農地の貸し借りは目標地図に基づいて行われますが、 
目標地図への記載により権利設定がされるものではないため、農地の貸し借りは別途手続きを行う
必要があります。       

●地域計画は策定後も情勢の変化に応じて地域の協議等により変更することが可能です。  

機構から借受け機構へ貸付け

現状 目標地図

農地の貸し借りは
原則農地中間管理事業となりました！

農地の貸し借りは
原則農地中間管理事業となりました！ ●契約期間が満了すれば農地は

　出し手に戻ります。

●毎年の賃料(金納の場合)は
　機構から決められた時期に
　お支払いします。

●要件を満たせば、農地の固定資産税が
　一定期間軽減されます。

出し手のメリット

●長期間の借り入れができるため、
　営農計画が立てやすくなります。
●分散した農地が集約できれば、
　効率的に耕作できます。
●所有者が複数いても契約手続きや
　賃料の支払いは機構がまとめて行います。
●機構から担い手が農地を借り受ける
ことで利用できる関連事業があります。

受け手のメリット

機構は地域計画に基づき

出し手農家（地権者）から借り受け、受け手農家（農業者・法人）に貸し付ける

権利設定の事務を行います

農地中間管理事業のしくみ農地中間管理事業のしくみ

地域の農業者や関係機関の話合いに基づき農地の出し手と受け手の意向を反映し、市町村が策定
した地域農業の将来像を明確化した計画です。

地域計画とは？

千葉県農地中間管理機構
（千葉県園芸協会）

地 域 計 画

市町村、農業委員会、土地改良区等

農地の貸し借りを円滑に行うための公的な仕組みで、
市町村が策定する地域計画の目標地図に基づき、

農地の有効利用を促進する制度です

農地の貸し借りを円滑に行うための公的な仕組みで、
市町村が策定する地域計画の目標地図に基づき、

農地の有効利用を促進する制度です
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